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雇児総発０３３１第１０号 

平成２９年３月３１日 

 

   都 道 府 県 

各 指 定 都 市  児童福祉主管部（局）長 殿 

   児童相談所設置市 

 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長 

( 公 印 省 略 ) 

 

 

児童虐待に係る児童相談所と市町村の共通リスクアセスメントツールについて 

 

 

平成 28年６月３日に「児童福祉法等の一部を改正する法律」（平成 28年法律第 63号）

が公布され、子どもが心身ともに健やかに養育されるよう、市町村と都道府県の役割が明

確化された。また、平成 29年４月１日施行の改正事項として、従前からの市町村から児童

相談所への事案送致に加えて、児童相談所から市町村への事案送致が新設されている。 

子どもや保護者への支援に際しては、こうした法改正の趣旨を踏まえ、児童相談所と市

町村の相互の役割を理解し、その機能を有効に活用することが重要である。 

特に、児童虐待防止においては、早期発見・早期対応のみならず、発生予防から虐待を

受けた子どもの自立に至るまでの各段階において、子どもの権利擁護という理念に立脚し

た多様な関係機関による支援に一層取り組んでいく必要があり、事案の状況に応じて、児

童相談所と市町村の間での協働・連携・役割分担を適宜適切に行っていくことが望まれて

いる。 

このため、児童相談所と市町村が通告等により受理した「児童虐待」又は「児童虐待が

疑われる」ケースに関して、共通理解や円滑な情報共有を図り、役割分担を行う指標とな

る「共通リスクアセスメントツール」の運用について、下記のとおり定めたので、通知す

る。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 245条の４第１項の規定に基

づく技術的助言である。 
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記 

 

１．趣旨・目的 

  児童虐待相談対応件数が年々増加する中で、虐待の内容や程度に応じた効果的な児童

相談所による相談援助活動又は市町村（指定都市、児童相談所設置市を除き、特別区を

含む。以下同じ。）における子ども家庭支援（以下「援助又は支援」という。）を実施す

るためには、児童相談所及び市町村をはじめ、子どもに関係する機関が適切な役割分担

を図り、次の点に留意の上、協働・連携した取組を進めていくことが必要となる。 

（１）児童相談所と市町村が相互の役割や機能を理解した上で、すき間なく援助又は支援

を行う。 

（２）子どもの置かれている状況や背景を的確に把握し、児童相談所と市町村のどちらが

中心となって援助又は支援に取り組むことが適切かを判断する。 

（３）円滑な情報共有を図るとともに、役割分担においても、児童相談所と市町村が相互

の理解、納得を深め、共通認識の上でケース対応に取り組む。 

  これらの目的を達成するため、児童虐待に係る児童相談所と市町村の共通リスクアセ

スメントツールを作成し活用を図るものである。 

 

２．使用方法 

（１）対  象 

   児童相談所及び市町村において、通告等により受理した「児童虐待」又は「児童虐

待が疑われる」ケースを対象とする。 

（２）使用場面 

主に、児童虐待通告受理後の初期段階において、判明している事実と、不明である

事項を把握、整理し、リスクアセスメントを行う場面（受理会議等）において活用さ

れることを想定している（別紙１参照）。 

（３）内  容 

   通告受理時や初期調査の段階に得られた子どもや保護者等の情報について、「児童相

談所と市町村の共通リスクアセスメントシート（例）」（別紙２参照）の項目ごとに記

載し、受理会議等においてリスクアセスメントを行った際の協議内容や虐待リスク等

を記載した上で、当面の主たる担当機関の選定を行う。 

 

３ 使用上の留意点 

（１）各自治体における運用について 

   具体的な運用においては、自治体における関係機関の体制やこれまでの連携状況、

活用可能な社会資源の内容等を踏まえ、各自治体において都道府県等本庁の児童福祉

主管課が主体となって、管内市町村と協議を行い、マニュアル等の運用方法を定める

ことが望ましい。 

なお、共通リスクアセスメントツールの活用によって、児童相談所と市町村の役割

分担が機械的に決定され、その後の援助又は支援が一方の主担当機関のみで行われる

のではなく、協働・連携した取組が行われるよう、留意して運用方法を定めること。 
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また、別紙２の記載に当たっては、子どもの安全な様子を確認した後は、支援的態

度を持ちつつ、必要な項目を把握することが必要であり、項目を順番に確認していく

というものではなく、その場で分からなければ、「不明」として共有することが望まし

い。さらに、その後の支援目標を設定していくことになるため、支援のためのニーズ

も把握しておく必要があり、リスク項目の中でそのリスクが軽減できるものを的確に

把握していくことが重要である。 

また、各自治体において既に児童相談所と市町村の間で、共通アセスメントツール

等を作成し、活用されている場合には、内容や運用方法について再度確認、検討を図

った上で、既存のツール等を活用することも可能である。 

（２）受理会議等の場面以外での活用について 

   初期対応の受理会議等の場面以外においても、以下のような場面において活用可能

であると考えられるので、各自治体の援助又は支援の過程に合わせて工夫されたい。 

  ① 定期的な経過観察を行い、変化している事項について関係機関で共有の上、再ア

セスメントを実施する。 

  ② 援助又は支援を展開した結果、児童相談所若しくは市町村に事案送致等の手続に

より、ケース移管を行う必要が生じた場合の論拠として活用する。 

（３）各種指針等との併用について 

   今般、改正を行った「児童相談所運営指針」（平成２年３月５日付け児発第 133号厚

生省児童家庭局長通知）又は新たに作成した「市町村子ども家庭支援指針」（平成 29

年３月 31日付け雇児発 0331第 47号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「支

援指針」という。）の中にも、都道府県（児童相談所）と市町村の協働・連携・役割分

担について具体的に記載し、本共通リスクアセスメントツールの内容もそれぞれ記載

しているので、併せて活用されたい。 

 

４．使用上の効果 

  児童相談所と市町村が共有の上、使用することで、以下のような効果が期待できる。 

（１）共通の指標を用いることで、立場の異なる機関相互の問題認識が共有され、対応漏

れの防止を図ることができる。 

（２）個人の印象による判断、無自覚な思い込みや希望的観測による評価ではなく、客観

的かつ的確な判断が行われることで、ケースのニーズに応じた援助又は支援に着手す

ることができる。 

（３）優先的に把握が必要となる情報を確認することや、不正確で断片的な情報を整理し、

まとめていくプロセスを通じ、今後の課題や論点となりうる事項が抽出できる。 

（４）同一の指標を使用することにより、前回評価した子どもや家庭の状況と、現在の再

評価による状況を比較することができ、この間の援助又は支援の効果を測定すること

ができる。 

 

５．その他留意事項 

（１）児童虐待に関する相談対応の経験が浅い職員については、育成の観点から、本ツー

ルを活用したスーパーバイズ等を行うことも有効である。 
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（２）アセスメントの重要性については、支援指針においても、「子どもの安全にかかわる

危機の有無」を確認するという視点でアセスメントを行うべきであり、こうした危機

の発生を未然に抑止するためには、どのような支援が必要であるかについて、子ども

の安心・安全を確認した上で、子どもを心身ともに健やかに育成することについて第

一義的責任を負う保護者の困りの確認に焦点を当てたニーズアセスメントが重要とな

ると記載されている。このため、アセスメントの精度をより一層高めるためには、虐

待リスク情報の把握と評価だけでなく、子どもや保護者のニーズ、意欲及び能力等も

含めた評価を行う必要があるため、ニーズアセスメントの視点を盛り込んだ共通のツ

ールについて、第二段階として平成 29年度以降、検討を予定している。 



○受理会議（緊急）
虐待の有無、有の場合は、虐待の種類及び程度を判断。支援内容、今後の留意事項（確認事項、関係者との調整内容等）、
確認時期を決定。
○援助方針会議又はケース検討会議（支援方針会議）
虐待の種類及び程度を判断。支援内容、今後の留意事項（確認事項、関係者との調整内容等）、確認時期を決定。
○送致に向けた協議（児童相談所と市町村間での取り扱い）
虐待の種類、程度を判断し、緊急対応の要否を双方で協議。支援内容、主担当機関等を確認し、次回、確認時期を決定。

別紙１

通告の受理

児童相談所（初期対応の例） 市町村（初期対応の例）

援助方針会議

安全確認・初期調査

受理会議（緊急）
(リスクアセスメント及び介入
の必要性の判断)

通告の受理

安全確認・初期調査

ケース検討会議
（支援方針会議）

○児童相談所から市町村への送致
・一時保護はせず、市町村における対応を
検討

○市町村から児童相談所への送致
・一時保護、児童福祉司指導等の対応を
検討

参考資料１を使用

別紙２又は
参考資料１、２を使用

受理会議（緊急）
(リスクアセスメント及び
介入の必要性の判断)

市町村（要対協）による支援
（在宅支援サービスの提供、家庭訪問、相談支援等）

児童相談所による指導
（一時保護、里親委託、施設入所、児童福祉司指導等）

送致に向けた協議

共通リスクアセスメントツールの使用場面（例）



性

別
男 ⼥

平成 年  月  ⽇
年

齢

□ ⾝体的虐待 □ ネグレクト □ 性的虐待

（１０）担当区分

  平成   年  月   ⽇（   ）

児童相談所と市町村の共通リスクアセスメントシート（例）

児童名

生年月⽇  歳 か月

○ 本シートは、通告受理後の初期対応において、判明している事実と不明である事柄を把握、整理しリスクアセスメントを行う場面において活用します。
「１ 総合評価」では、「２ アセスメント項目」で把握した情報や確認した事項を総合的に見て、虐待の状況、課題、今後の支援内容等を記載します。
記載方法等については、後述の記載上の留意点を参照してください。

   所属

   保・幼・⼩・中・⾼（   ）年

   （名称          ）

通告内容

１ 総合評価

（１）虐待の緊急度と重症度 （２）虐待の種類

会議実施日 出席者

家族・その他

（８）特記事項

児童相談所・市町村

（７）次回・⾒直し時期

子ども

（９）支援方針

（５）支援の目標（課題に対する対応及び支援内容等） （６）家族構成（ジェノグラム）、サポート体制等

(根拠とした理由）
 □ 心理的虐待

（３）子どもと家族が直面している課題と虐待の背景として考えられる要因 （４）家族や子どもの意向・希望・意⾒等

別紙２

1



（１２）状況例

あ

り

な

し

不

明

あ

り

な

し

不

明

２ アセスメント項目

（１１）項目 （１３）把握した状況及び様子

① ／ ②  ／

(14)リスク (14)リスク

①【実施⽇  ／ 】

②【実施⽇  ／ 】

(15)受理会議等での

リスク
①①

虐

待

状

況

の

確

認

4
心理的な状況

(心理的虐待)

○心中や自殺を強要・教唆する

○子どもが感知できる環境下で次の⾏為が⾏われている

・ドメスティックバイオレンス ・⾃傷⾏為

○刃物を使って威嚇をする

○子どもに対して⾔葉による強い威嚇・辱め・⾮難、無視や拒絶

的態度がある

○子ども自身の存在に関わるきょうだいとの極端な差別がある・

きょうだいとの差別がある

○「生まなければ良かった」「死んでしまえ」「出て⾏け」等の

発言がある

○塾や家庭学習の極端な無理強い

○夫婦喧嘩に伴う通告、または口論や不和 等

①

②

②

①

○頭部、腹部、胸部の殴打・蹴る等で生命の危機に係る受傷

○受傷状況不明の⾻折

○⾸しめ・布団蒸し・⿐と口を塞ぐなど窒息につながる⾏為

○乳幼児揺さぶられ症候群等の虐待による乳幼児頭部外傷疑い

○熱中症、低体温症を招くような環境下での放置

○新旧混在した傷がある

○熱中症、低体温症を招くような環境下（⾞中の放置等）での放

置

○玄関やベランダに締め出し、子どもが求めても中に入れない

等

身体的な状況

(身体的虐待)
1

②

①

②

○適切な医療者のいない環境下での出産

○乳幼児の遺棄・置き去り・放置

○脱水症・栄養失調のため衰弱している

○慢性的な栄養不良や体重増加不良

○必要な医療を受けさせない

○登校・登園させない

○慢性的に劣悪な住環境

○予防接種を合理的な理由なく受けさせない 等

ネグレクト2

②

①

②

①

②

①

②

○性交等、性的⾏為、性的接触

○性器・口腔・肛⾨への侵⼊を伴う⾏為

○性感染症や性器・肛門の傷がある

○プライベートゾーンを触る、触らせる（着衣の場合を含む）

○児童ポルノの被写体にする

○強制的に性的描写や性交等を⾒せる

○子どもに対して卑猥な⾔葉を発する

○子どもに違和感があっても⼀緒に⼊浴することを強要する 等

性的な被害の

状況

(性的虐待)

3

※別紙２「児童相談所と市町村の共通リスクアセスメントシート

（例）」の記載上の留意点「リスク因子の主な指標例」を参照の

こと

2



（１２）状況例

あ

り

な

し

不

明

あ

り

な

し

不

明

（１１）項目 （１３）把握した状況及び様子

① ／ ②  ／

(14)リスク (14)リスク

①【実施⽇  ／ 】

②【実施⽇  ／ 】

(15)受理会議等での

リスク

※別紙２「児童相談所と市町村の共通リスクアセスメントシート

（例）」の記載上の留意点「リスク因子の主な指標例」を参照の

こと

②

②

①

②

①

①

○怯える・いつも怖がって恐れている

○怖がる

○嫌がって遠ざけようとする

○保護者の前で萎縮

○保護者の口止めに応じる 等

①

①

②

①

②

②

①

②

①

②

①

②

5

6

7

8

9

○多動、落ち着かない

○誰にでも親しく話す

○暴⼒的

○万引き等の虞犯⾏為

○年齢不相応な性的⾔動が⾒られる 等

性格・⾏動⾯の

特徴

○生命に危険が及ぶ自傷他害がある

○極めて不安定

○不安定な状態

○リストカットなど⾃傷⾏為がある

○うつ的 等

精神状態

①

②

①

②

○帰宅拒否

○子どもが保護を希望

○分離に対して同意

○消極的帰宅選択

○積極的帰宅選択 等

分離の意思

○⻑期間生存が確認されていない

○正当な理由なく、保護者が子どもとの⾯会を繰り返し拒否

○正当な理由なく、保護者が子どもとの⾯会を拒否

○１週間子どもの安全が確認できない

○子どもが保育所等に来なくなった 等

子

ど

も

の

状

況

①

②

○低⾝⻑・低体重（医師による診断のみならず、疑いも含む）

○心身の障害がある（手帳の有無に関わらず疑いも含む）

○乳幼児健診が未受診

○関係機関から懸念がある

○予防接種未接種 等

発達及び健康状

態
10

第三者による確

認

養育者への思い

3



（１２）状況例

あ

り

な

し

不

明

あ

り

な

し

不

明

（１１）項目 （１３）把握した状況及び様子

① ／ ②  ／

(14)リスク (14)リスク

①【実施⽇  ／ 】

②【実施⽇  ／ 】

(15)受理会議等での

リスク

※別紙２「児童相談所と市町村の共通リスクアセスメントシート

（例）」の記載上の留意点「リスク因子の主な指標例」を参照の

こと

②

②

①

②

②

①

②

①

①

11 居住環境

○放浪、⾞上生活

○不適切な居住環境【健康被害が生じるほど著しく不衛生・著し

く狭隘・不衛生】

○サービス利⽤後も不衛生状態が継続

○理由不明の頻繁な転居

○サービス利⽤後に不衛生状態解消 等

①

②

①

②

①

②

○ライフラインが止まっている

○生活困窮（その日の生活に困る）

○収⼊不安定、多額の借⾦

○世帯収入が生活保護基準を下回っている

○生活保護受給 等

経済状態12

13 家族形態

○内縁の親子関係

○若年保護者

○ひとり親の夜間不在時に知人が子どもを監護

○異性の友人が出⼊りするひとり親家庭

○介護負担など、家族間に葛藤がある 等

①

②

○ドメスティックバイオレンスが生じている【保護命令対象・対

象外】

○意⾒の対⽴が表⾯化している

○夫婦間に強い不満

○離婚調停・審判中

○夫婦間の信頼関係の欠如 等

⽗⺟の関係14

親族との関係15

○交流がまったくない

○極度の過⼲渉がある

○交流があるが、反発等の⽀障がある

○過去の問題が解決されておらず、交流により強い葛藤が生じる

○遠距離居住により交流が少ない 等

①

②

○虐待による入院・入所歴がある

○虐待による一時保護歴がある

○他の虐待通告歴がある

○虐待以外での施設入所歴・一時保護歴がある

○虐待以外の相談歴がある 等

相談歴

○虐待による入院・入所歴がある

○虐待による一時保護歴がある

○他の虐待通告歴がある

○虐待以外での施設入所歴・一時保護歴がある

○虐待以外の相談歴がある 等

きょうだいの相

談歴

16

17

世

帯

の

状

況

①

②

①

②

①

②

①

②

①
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（１２）状況例

あ

り

な

し

不

明

あ

り

な

し

不

明

（１１）項目 （１３）把握した状況及び様子

① ／ ②  ／

(14)リスク (14)リスク

①【実施⽇  ／ 】

②【実施⽇  ／ 】

(15)受理会議等での

リスク

※別紙２「児童相談所と市町村の共通リスクアセスメントシート

（例）」の記載上の留意点「リスク因子の主な指標例」を参照の

こと

18

19

保護者との同居

育児・養育能⼒

○養育（虐待）者とのみ同居

○虐待者以外の大人がいるが、虐待者に同調している

○虐待者以外の⼤人がいるが、虐待⾏為を黙認している

○虐待者は別居しているが、交流がある

○虐待者以外の⼤人が介⼊し、守ることもある 等

○生命維持に影響する飲食や生活習慣等への極端なこだわりや

偏った知識がある・偏った知識

○育児・養育能⼒【欠如・不⼗分・疑問】

○育児・養育への【強い負担感がある、不安が強い、不安があ

る】

○無関心

○知識の不⾜ 等

○育児・養育意欲【ない、不⼗分】

○無関心

○無⼒感

○過干渉

○子どもへの関心はあるが、関わりに⼀貫性がない 等

育児・養育意欲20

①

②

①

②

①

②

①

②

精神状態21

○物質関連障害により生じる生活上の困難に子どもが日常的にさ

らされている

○薬物使⽤等による逮捕・勾留

○依存があるが治療していない

○治療の有無に関わらず再発・憎悪を繰り返している

○複数の依存が合併している 等

依存の問題

（薬物、アルコール

等）

22

①

②

①

②

①

②

①

②

○⼊院加療が必要なほど不安定

○医療機関受診を拒否するなど、衝動性が⾼く極めて不安定な状

態

○服薬の⾃⼰管理ができないなど、不安定な状態

○過去に自殺企図歴がある

○関係機関の懸念がある 等

①

②

①

②

保

護

者

の

状

況

5



（１２）状況例

あ

り

な

し

不

明

あ

り

な

し

不

明

（１１）項目 （１３）把握した状況及び様子

① ／ ②  ／

(14)リスク (14)リスク

①【実施⽇  ／ 】

②【実施⽇  ／ 】

(15)受理会議等での

リスク

※別紙２「児童相談所と市町村の共通リスクアセスメントシート

（例）」の記載上の留意点「リスク因子の主な指標例」を参照の

こと

24

①

②

○⾏為、事実とも完全否認

○⾏為は認めるが虐待を正当化

○一部を虐待と認める

○虐待認識がある 等虐待の認識23

援助への態度

○保護者が子どもの保護を求めている

○援助を拒絶、暴⼒・強迫的反発

○正当な理由なく来所要請や家庭訪問に応じない・応じないこと

を繰り返す

○拒否的、攻撃的、無視

○時や場⾯により態度が変わる 等

①

②

①

②

○改善意欲が全くない

○困り感を時折漏らすことがあるが、⼀貫しない

○困り感を表明できるが、解決⽅法が全く⾒いだせていない

○困り感があり、解決方法を求めている

○⾃⾝の問題の原因を子ども、他者、他機関に置く 等

困り感・改善意

欲
25

26 サービス利⽤

○提示されても拒否

○必要性を否認

○被害的に受け取る

○拒否や否定はしないが、利⽤には⾄らない

○関心を示さない 等

①

②

②

そ

の

他

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

保

護

者

の

状

況

27
懸念されること

気になること

①

6
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「児童相談所と市町村の共通リスクアセスメントシート（例）」

の記載上の留意点

○ 「児童相談所と市町村の共通リスクアセスメントシート（例）」の記載に当たり、

留意すべきポイントを記載項目ごとにまとめたもの。また、別添資料として記載例

も示しているので、参考として活用していただきたい。

なお、記載内容は、直接把握した状況と信頼できる機関等からの間接な情報に

基づいたものを記載すること。

１ 総合評価

（１）虐待の緊急度と重症度

参考資料２－１「一時保護決定に向けてのアセスメントシート」及び参考資料２－２

「一時保護に向けてのフローチャート」を参考に一時保護の要否を緊急度として記載す

ること。

また、虐待の重症度を以下のリスク（程度）を参考（※１）に判断し、記載すること。

なお、それぞれの判断した理由や状況を「根拠とした理由」に記載すること。

（※１）リスク（程度）について

以下の「虐待の重症度等と対応内容及び児童相談所と市町村の役割」を参考とし、

リスク（程度）の判断をすること。



- 2 -

（２）虐待の種類

身体的虐待、ネグレクト、性的虐待、心理的虐待のいずれに該当するのかを判断し、

チェックを入れ、下段に追加情報を記載すること。

（３）子どもと家族が直面している課題と虐待の背景として考えられる要因

子ども及び家族の行動や発言等からどのような課題や背景が考えられるのかを記載す

ること。

（４）家族や⼦どもの意向・希望・意⾒等

課題に対する考えや発言等からどのように解決を目指すのか、支援機関が把握した意

見等を記載すること。また、課題解決への思いや関係機関との協働の可否など、支援方

針に大きく影響を与える内容であるため、その把握に努めること。

（５）支援の目標（課題に対する対応及び支援内容等）

課題解決のための支援目標を記載すること。

「子ども」「家族・その他」と対象者別に次の見直しまでの支援策を記載すること。

（６）家族構成（ジェノグラム）、サポート体制等

男性は□、女性は○で表記。

・年齢を記載。子どもの場合は年齢をｙで、月齢はｍ、日齢ｄで表記。

・その他の表記（※２）は、以下の凡例に沿って記載する。

・家族構成、夫婦関係等で特記すべき事項がある場合は欄内に記載すること。

また、親族やそれ以外のサポート体制がある場合は欄内に記載すること。
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（※２）その他の表記

（７）次回・⾒直し時期

支援結果を踏まえ、方針の見直し時期を関係者間で確認を忘れずに行い、記載するこ

と。

（８）特記事項

総合評価の各項目には該当しないが、支援方針に関わる情報や総合評価に反映される

情報として関係者間で共有すべき内容等を記載すること。

（９）支援方針

アセスメント項目ごとの状況から、虐待リスクの有無、緊急対応の要否、虐待の重症

度、課題などを判断し、今後の支援方針（児童相談所・市町村への送致を含む）等を記

載すること。

（10）担当区分

支援方針の結果を記載すること。

なお、市町村及び児童相談所間での役割分担を協議される際には、以下の基本的な役

割分担の考え方（※３）を参考に検討すること。

このように書く人もいるが、まずは
□○から縦線を降ろし、次いで横
線でつなぐことが望ましい。複雑な
家族だと書きにくく、混乱も生じや
すいため。

（注）

（※３）基本的な役割分担の考え方

○市町村を中心に対応

① 虐待に至る可能性のある要因を抱えた子どもや保護者への支援

② 軽度から中度の虐待ケースにおける在宅指導、支援

○児童相談所を中心に対応

① 虐待に起因する行動面や心理面の問題が生じている子どもへの支援

② 出頭要求等、子どもの安全確認のための緊急対応

③ 保護者からの分離による支援が必要な子どもの保護

④ 児童福祉法第 27 条による措置や児童相談所による各種判定を必要とする

子どもと保護者への対応

二卵性双生児 一卵性双生児

婚姻 内縁

婚姻関係

子どもの表記

離婚 別居

妊娠 死産 流産 人工中絶

（これらは他の記号より小さく表記する）
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２ アセスメント項目

（11）項目

リスクアセスメントの視点を項目として記載している。以下は、リスクアセスメント

シートの項目ごとに「安全確認、調査等を行う際の注意点」「支援策につながる視点」

等を記載したので、参考とされたい。

なお、特別な視点が必要な事例への具体的な対応については、「子ども虐待対応の手

引き」等を活用し、対応していただきたい。

また、共通リスクアセスメントシートは、子どもの福祉が損なわれるリスクとなって

いる状況を把握するために、市町村と児童相談所が共通で活用する枠組みである。子ど

もの権利が守られるためには、子どもの健全な発達、社会性の発達、子どもが自分を大

切に思えること、家族やきょうだいとの良好な関係を持てるといった子どもの領域、基

本的な養育、子どもへの愛情、子どもを安全に育てる、しつけ等の養育者の要因、経済

的安定、家族の機能、親族からの支援、住居環境など家庭・環境の要因からアセスメン

トを行う必要がある。

虐待状況の確認

1 身体的な状況
（身体的虐待）

傷やあざ等の外傷は、部位、大きさ、場所を通告の際に聞き取り記

載すること。また、通告者の協力が得られる場合には、子どもへの配

慮をしつつ、外傷等の画像の保存を依頼すること。

また、現状確認時には、外傷の状況の再確認と、打撲痕では皮膚の

色、周辺部の状況にも注目し確認すること。

なお、受傷原因が虐待によるものとはっきりしていなくても、受傷

部位や状況説明が不自然な場合には児童相談所と密接に連携する必要

がある。例えば、頭部外傷を繰り返す子ども、特に乳児期での原因不

明のけがや受傷が繰り返される場合には、養育困難対応から虐待対応

に切り替え、一時保護などの緊急対応を検討すること。

2 ネグレクト

保護者等からの説明がつかない理由により、乳幼児健康診査・就学

時健康診断の未受診や予防接種が未接種のままである場合には、定期

的な安全確認や状況把握が必要である。

「乳幼児が長時間放置されている」、「必要な医療を受けさせない」

ことは生命に危険が及ぶ危惧があるため高いリスクに該当する。

また、慢性的な栄養不良の把握には、特に乳児期のネグレクトの兆

候を客観的に把握する指標として「成長発育曲線」を使用し、経過を

追うこと。そして、ネグレクト状態の継続は子どもに重大な影響を与

えることから、体重の増加不良や低栄養な状態など該当する期間を明

記すること。
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3 性的な被害の
状況
(性的虐待）

性的虐待は疑いであっても高いリスクとして評価する。思春期の子

どもの性非行や性行為、感染症罹患、妊娠の背景に性虐待が疑われる

場合がある。

また、性的虐待は、身体的虐待の調査中に子どもからの証言で把握

されることがある。その際、対応者が過剰な反応をしてしまうとその

後、子どもからの聞き取りが困難な状況（例：「話さなくなる」「一

度認めたものを二度目は否定する」など）に陥ることもあるため、市

町村は、早期に児童相談所等の専門機関につなげるよう努めること。

4 ⼼理的な状況
（⼼理的虐待）

保護者からの無視、拒否、言葉の暴力、恐怖を与える、D V など暴

力的環境に晒す、孤立させる、過干渉、過剰な期待等により子どもの

心を傷つけるものをいい、子どもに現われた心理的・情緒的な影響の

度合いによって評価する。

長期間にわたる心理的な虐待（例：暴言等）の影響が顕著に表れて

いる場合には、子どもの言動・行動に注意し、緊急対応を視野にいれ

た関わりを行うこと。

子どもの状況

5 分離の意思

子どもが保護を希望する場合には、まずは子どもの意向に沿った対

応を行うこと。

なお、子どもの意思に関わらず、一時保護が必要と判断する場合

（例：子どもの安全確保を最優先にした保護、援助を行うまでの短期

間の保護等）には、躊躇なく実施すること。

また、施設入所等の分離経験のある（特に 3歳以下の）子どもでは、

家庭復帰から 6 か月程度はリスクの高まる期間として注意が必要であ

る。該当する場合には留意して関わること。

6 第三者による
確認

家庭訪問を繰り返しても保護者が子どもに会わせない、子どもが保

育所に来なくなった等の場合には、重篤な状態陥る可能性・リスクを

想定した対応（例：出頭要求・立入調査の検討）を行うこと。

また、支援記録として拒否された際の状況を記録し、残しておくこ

とが必要である。

7 養育者への思い

保護者との関わりの中で生じる内面的な問題をとらえる。

特に、乳幼児期から「無表情」「あやしても笑わない」などみられ

る状態は、リスクが高いと捉え、留意すること。

なお、「無表情」には、「視線が合わない硬い表情」「あやしても

笑わない」なども含み、乳児期早期からもみられる状態として重要で

ある。

8 精神状態
医療機関等の専門機関の所見や診断のほか、支援者が家庭訪問や面

接等で把握した子どもの表情、態度も勘案し、判断すること。

9 性格・⾏動⾯の
特徴

保護者の「育てにくさ」に関する訴えは、虐待を受けやすい子ども

の要因の一つとしてあげられる。「ミルクを飲まない」「離乳食を食

べない」「よく泣く」「苛立たせる泣き声で泣き出すと止まらない」

など、子どもの状態が保護者の思いや関わりでコントロールすること

が困難な状況や、睡眠覚醒のリズムが安定せず寝つきが悪い状態には、

早めの支援が必要である。
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10 発達及び健康
状態

養育の影響によると思われる発達の遅れは高いリスクになるが、発

達の遅れのみでは判断しないこと。ただし、発達の遅れが、虐待によ

る情緒的な関わりの不足から生じることも留意しつつ、判断すること。

また、「成長発育曲線」を客観的な指標として活用し、特に乳児期

ではネグレクトの兆候として、曲線から外れた状態（例：横ばい、予

測されるラインからはずれきた状態）には注意しつつ、経過を追うこ

と。

世帯の状況

11 居住環境

原則、居住環境の把握は、家庭訪問等により現状を直視し、確認す

ること。

なお、転居を繰り返している家庭、たばこや刃物などの管理ができ

ていない状態なども（子どもにとって）安全ではない居住環境の可能

性があるので注意すること。

12 経済状態

生活保護の受給世帯でも不安定な状況もあるため、その背景や理由

を確認すること。また、安定した収入があっても過重なローン等によ

り生活基盤が弱い場合もあるので注意すること。

なお、乳幼児にとって、ライフライン（水道、電気、ガス）の供給

停止は生命のリスクに直結するため、緊急対応も検討すること。

13 家族形態
家庭訪問、面談等からの聞き取りや現状確認のほか、住民基本台帳

（住民票、戸籍）による世帯状況を確認すること。

14 ⽗⺟の関係
夫婦間での未解決部分が強く、葛藤状態が継続している場合もリス

クとして考えること。

15 親族との関係

祖父母、保護者の同胞等の存在の有無を確認し、親族との交流状況

（回数等）、双方の距離、相互の関係など確認すること。

また、父母が子どもの頃に成長や発達面で困難さがあった場合には、

対人関係や子育てへの影響がないか留意し、生育歴等の把握に努める

こと。

16 相談歴
虐待に関する相談のみならず、子どもや夫婦関係など家庭に関する

相談と公的な支援の有無について確認すること。

17 きょうだいの
相談歴

同じ家庭内で過去に虐待が発生した場合は、きょうだいが何らかの

影響を受けている可能性もある。そのため、支援の必要性を判断する

兆候として、過去の虐待通告、子育て相談などの有無を確認すること。

保護者の状況

18 保護者との
同居

保護者と子どもが接触する時間、状況、頻度等を確認すること。

19 育児・養育能⼒

必要な支援・サービスの内容や頻度を検討には、保護者の育児力や

養育能力が重要な視点になるため、その確認、状況把握には留意する

こと。

保護者の育児知識の程度だけでなく子どもの養育への関心等も適切

な養育ができるためには重要であり、養育への意欲も含め評価するこ

と。
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20 育児・養育意欲

妊娠中、出産前後の状況を把握しつつ、「予期しない妊娠、計画し

ない妊娠・出産」「妊婦健診未受診から出産」の場合には、子どもの

存在の拒否の有無や養育能力に応じた適切な環境や十分なサポート体

制が取られているかなどを確認すること。

21 精神状態

現在の状態や病名にとらわれず、過去の受診状況・治療状況、親族

からの情報等を収集し、精神科医師等の専門職の見立てを参考に養育

に影響を与えている精神状態であるかを留意すること。

また、精神症状（妄想、幻聴、幻覚等）がある場合は、通院、服薬

管理ができるか否かも確認すること。

さらに、支援方針を検討する際には、保護者の病識の有無、衝動性・

攻撃性の有無等を十分に勘案する必要があるので、留意すること。

なお、疾病による精神症状があるが治療を受けておらず精神状態が

不安定な場合や依存症等の問題を抱えている場合は適切な養育行動が

とれないことが多く、高いリスクに該当する。

逆に、通院服薬管理ができ、症状が安定傾向にあればリスクは低い。

22 依存の問題
（薬物、アルコー
ル等）

依存の問題は、保護者の養育能力や人間関係の持ち方等、子育て全

体に影響を与えるため、保護者自身が依存に関する問題意識や治療へ

の意思の有無等について確認する必要がある。

23 虐待の認識
支援側のアプローチ、関係の持ち方に大きく影響するため、虐待行

為への自覚の有無、認識について確認すること。

24 援助への態度

虐待する家族の特徴的な人間関係の取り方として、「拒否」「無視」

「訪問できない」「攻撃的な態度」があげられる。よって、家庭訪問

や面接の約束をしてもキャンセルが多い、家庭訪問時にノックには応

えるが家には入れてくれないなど、援助が入ろうとするとそれを拒む

時には、支援が必要な保護者として判断すること。

また、親族又は関係機関からの援助を受け入れる態度として、「問

題意識がない」「拒否」「接触困難」の場合は、リスクが高い。「わ

かりました」と返事はよいが実行されない場合にもリスクを有してい

るという視点で対応する。

25 困り感・改善
意欲

支援側のアプローチ、関係の持ち方に大きく影響するため、保護者

の問題認識の有無、問題認識の状況や問題の解決を望む意思の有無等

を確認し、判断すること。

26 サービス利⽤

公的なサービスの有無だけではなく、必要な支援をしてくれる人が

日常にいるのか、日常的に相談できる機関や人がいるのか、夜間等の

緊急時に発見・対応してくれる人が近くにいるのかなどインフォーマ

ルなサポートについても確認すること。

27 懸念される
こと
気になること

１～26の項目に該当はしないが、支援側が気になることや経過を追

うべき状況などについて記載すること。
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（12）状況例

項目に該当する子どもや保護者にみられる状況（虐待リスクとなる情報）の一部を例

示している。詳しくは、「リスク因子の主な指標例」(※４)を参考とされたい。

なお、状況例に該当する場合には、○に☑を入れるなど使用上の工夫も可能である。

（13）把握した状況及び様子

状況例及び別添資料「児童相談所と市町村の共通リスクアセスメントシート（例） 記

載例①又は記載例②」を参考に記載すること。

通告内容や関係機関に対する調査により把握した情報、安全確認時に子どもや保護者

から聴き取った情報やその際の様子等を対応した担当者が記載すること。

（14）リスク

把握した状況及び様子を記載した後、項目ごとに虐待リスクの有無を判断する。

判断は、初回、２回目の調査結果から判断したリスクの有無を記載すること。

なお、シート記載時に、把握ができておらず、不明である事項については、虐待リス

クがある可能性を認識した上で、引き続きその確認に努めること。

また、客観性を保つため、できる限り複数の担当者で記入・判断すること。

（※４）リスク因子の主な指標例

項目 内 容

虐待状況の確認

１
身
体
的
な
状
況
（
身
体
的
虐
待
）

○頭部、腹部、胸部の殴打・蹴る等で生命の危機に係る受傷

○受傷状況不明の骨折 ○新旧混在した傷がある

○首しめ・布団蒸し・鼻と口を塞ぐなど窒息につながる行為

○逆さつり ○溺れさせる ○熱湯をかける ○激しく投げつける ○異物を飲ませる

○たばこ・ライターなど火の押しつけ

○乳幼児揺さぶられ症候群等の虐待による乳幼児頭部外傷疑い

○代理によるミュンヒハウゼン症候群疑い

○熱中症、低体温症を招くような環境下（車中の放置等）での放置

○暑い日、寒い日に戸外放置

○玄関やベランダに締め出し、子どもが求めても中に入れない

○長期間部屋に閉じ込める ○部屋に閉じ込める

○医療を必要とする外傷・打撲・火傷 ○傷やあざが残る暴力 ○物を使って叩く

○不適切な薬物投与 ○単発の暴力による小さくわずかな外傷

○子どもからの訴えがある ○目撃情報がある

○外傷の残らない暴力

○暴力を容認する偏ったしつけや教育姿勢

○保護者から「たたいてしまいそう」等の訴えがある ○放置すれば子どもの生命身体

に（重篤かつ具体的な）被害が及ぶおそれがある
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２

ネ
グ
レ
ク
ト

○適切な医療者のいない環境下での出産

○乳幼児の遺棄・置き去り・放置

○脱水症・栄養失調のため衰弱している

○慢性的な栄養不良や体重増加不良

○必要な医療を受けさせない【生命の危険がある・入院加療が必要】

○【生存・成長に】必要な食事や衣服・衛生環境等を与えない

○ライフラインが止まっている・止まるおそれがあるが、必要な対応をしない

○就学させていない ○登校・登園させない

○夜間子どもだけを置いて外出する

○監護が不十分なことによるケガが多い

○子どもに子どもの世話をさせる

○不衛生・異臭がする ○慢性的に劣悪な住環境

○時折、大人の監督なく家に放置されている為、安全管理が不十分

○乳幼児健診を合理的な理由なく受けさせない

○予防接種を合理的な理由なく受けさせない

○子どもの障害が顕著であるのに適切な療育、支援を受けさせない

○受診勧奨が繰り返されても、受診させない・再三の受診勧奨がなければ受診させない

○健康問題はないが食事・住居・衣服等が養育上不適切

○食事量が不足していることが多く、栄養バランスが適切ではない

○季節に会わない服を着ている

○「世話をしたくない」等の訴えがある

○身辺自立の獲得を子ども任せにしている

３
性
的
な
被
害
の
状
況

（
性
的
虐
待
）

○性交等、性的行為、性的接触

○性器・口腔・肛門への侵入を伴う行為

○性感染症や性器・肛門の傷がある

○プライベートゾーンを触る、触らせる（着衣の場合を含む）

○児童ポルノの被写体にする

○強制的に性的描写や性交等を見せる

○性器を見せる

○性行為や性的描写の鑑賞を子どもが見える状況で行う

○子どもに対して卑猥な言葉を発する

○性的描写を子どもの見える状態に放置する

○子どもに違和感があっても一緒に入浴することを強要する
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４
心
理
的
な
状
況
（
心
理
的
虐
待
）

○心中や自殺を強要・教唆する

○子どもが感知できる環境下で次の行為が行われている

・ドメスティックバイオレンス ・自傷行為

○刃物を使って威嚇をする

○子どもに対して言葉による強い威嚇・辱め・非難、無視や拒絶的態度がある

○子ども自身の存在に関わるきょうだいとの極端な差別がある・きょうだいとの差別が

ある

○きょうだいが一時保護を要する虐待を受けている・きょうだいが虐待を受けている

○「生まなければ良かった」「死んでしまえ」「出て行け」等の発言がある

○子どもに対して一時的に行われる言葉による威嚇・辱め・非難、無視や拒絶的態度がある

○塾や家庭学習の極端な無理強い

○泣き声通告【叩く音や怒鳴り声を伴うもの・叩く音や怒鳴り声を伴わないもの・一時的】

○夫婦喧嘩に伴う通告、または口論や不和

○「子どもがかわいく思えない」等の訴えがある

子どもの状況

５
分
離
の
意
思

○帰宅拒否

○子どもが保護を希望

○分離に対して同意

○消極的帰宅選択

○積極的帰宅選択

６
第
三
者
に
よ
る
確
認

○長期間生存が確認されていない

○正当な理由なく、保護者が子どもとの面会を繰り返し拒否

○正当な理由なく、保護者が子どもとの面会を拒否

○１週間子どもの安全が確認できない

○子どもが保育所等に来なくなった

７
養
育
者
へ
の
思
い

○怯える・いつも怖がって恐れている

○怖がる ○嫌がって遠ざけようとする ○保護者の前で萎縮

○保護者の口止めに応じる

８
精
神
状
態

○生命に危険が及ぶ自傷他害がある

○極めて不安定

○不安定な状態

○リストカットなど自傷行為がある

○うつ的 ○暗い表情、表情が乏しい

○笑わない ○視線が合いにくい
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９
性
格
行
動
面
の
問
題

○多動、落ち着かない

○誰にでも親しく話す

○暴力的

○万引き等の虞犯行為

○年齢不相応な性的言動が見られる

○過剰適応

10
発
達
及
び
健
康
状
態

○未診断の低身長・低体重

○障害診断がある ○療育手帳所持

○定期健康診断未受診

○障害の疑い

○関係機関から懸念がある

○予防接種未接種

○３歳児健診で複数の虫歯がある

○低出生体重児診断を受ける

世帯の状況

11
居
住
環
境

○放浪、車上生活

○不適切な居住環境【健康被害が生じるほど著しく不衛生・著しく狭隘・不衛生】

○サービス利用後も不衛生状態が継続

○理由不明の頻繁な転居

○サービス利用後に不衛生状態解消 ○狭隘な居住環境

12
経
済
状
態

○ライフラインが止まっている

○生活困窮（その日の生活に困る）

○収入不安定、多額の借金

○世帯収入が生活保護基準を下回っている ○生活保護受給

13
家
族
形
態

○内縁の親子関係 ○若年保護者

○ひとり親の夜間不在時に知人が子どもを監護

○異性の友人が出入りするひとり親家庭

○介護負担など、家族間に葛藤がある

○血縁のない親子関係

○ひとり親家庭、多子家庭

14
父
母
の
関
係

○ドメスティックバイオレンスが生じている【保護命令対象・対象外】

○意見の対立が表面化している

○夫婦間に強い不満 ○離婚調停・審判中

○夫婦間の信頼関係の欠如
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15
親
族
と
の
関
係

○交流がまったくない

○極度の過干渉がある

○交流があるが、反発等の支障がある

○過去の問題が解決されておらず、交流により強い葛藤が生じる

○遠距離居住により交流が少ない ○親族のサポートが少ない

16
相
談
歴

○虐待による入院・入所歴がある

○虐待による一時保護歴がある

○他の虐待通告歴がある

○虐待以外での施設入所歴・一時保護歴がある

○虐待以外の相談歴がある

17
き
ょ
う
だ
い
の
相
談
歴

○不審な死亡歴あり ○虐待による入院・入所歴あり

○虐待による一時保護歴あり

○虐待通告歴がある

○虐待以外での施設入所歴・一時保護歴がある

○虐待以外の相談歴がある

保護者の状況

18
養
育
者
と
の
同
居

○養育（虐待）者とのみ同居

○虐待者以外の大人がいるが、虐待者に同調している

○虐待者以外の大人がいるが、虐待行為を黙認している

○虐待者は別居しているが、交流がある

○虐待者以外の大人が介入し、守ることもある

19
育
児
・
養
育
能
力

○生命維持に影響する飲食や生活習慣等への極端なこだわりや偏った知識がある・偏っ

た知識

○育児・養育能力【欠如・不十分・疑問】

○育児・養育への【強い負担感がある、不安が強い、不安がある】

○無関心 ○知識の不足

○事故防止・監督不十分 ○若年出産

○関係機関の懸念がある
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20
育
児
・
養
育
意
欲

○育児・養育意欲【ない、不十分】

○無関心 ○無力感

○過干渉

○子どもへの関心はあるが、関わりに一貫性がない

○子どもとのやり取りを好まない

○障害診断に対する受容が困難

○単調で機械的なやりとりになる ○子どもからの働きかけがなければ対応しない

○子どもへの関心はあるが、子どものニーズにうまく対応できない

○関係機関の懸念がある

○予期しない妊娠／計画していない妊娠出産

○気持ちに余裕がないと、情緒的交流ができない

○子どもの視点を理解しようとしない

21
養
育
者
・
精
神
状
態

○入院加療が必要なほど不安定

○医療機関受診を拒否するなど、衝動性が高く極めて不安定な状態

○服薬の自己管理ができないなど、不安定な状態

○過去に自殺企図歴がある

○関係機関の懸念がある

22
養
育
者
・
依
存
の
問
題

（
薬
物
、
ア
ル
コ
ー
ル
等
）

○物質関連障害により生じる生活上の困難に子どもが日常的にさらされている

○薬物使用等による逮捕・勾留

○依存があるが治療していない

○治療の有無に関わらず再発・憎悪を繰り返している

○複数の依存が合併している

○依存があるが治療している

○過去に依存歴がある

○関係機関の懸念あり

23
養
育
者
・
虐
待
の
認
識

○行為、事実とも完全否認

○行為は認めるが虐待を正当化

○一部を虐待と認める

○虐待認識がある
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（15）受理会議等でのリスク

受理会議等の協議の場において、組織として
．．．．．

確認が必要とされた事項や留意する必要

があるとされた点について記載すること。

24
援
助
へ
の
態
度

○保護者が子どもの保護を求めている

○援助を拒絶、暴力・強迫的反発

○正当な理由なく来所要請や家庭訪問に応じない・応じないことを繰り返す

○拒否的、攻撃的、無視○時や場面により態度が変わる

○期待と不安の混在

○援助を積極的に受け入れる

○自ら援助を求める

25
困
り
感
・
改
善
意
欲

○改善意欲が全くない

○困り感を時折漏らすことがあるが、一貫しない

○困り感を表明できるが、解決方法が全く見いだせていない

○困り感があり、解決方法を求めている

○自身の問題の原因を子ども、他者、他機関に置く

○自身の問題について、子どもや他者の責任として非難を向けることがある

○行動改善の意向を示している

○行動改善への意欲がある

26
サ
ー
ビ
ス
利
用

○提示されても拒否 ○必要性を否認 ○被害的に受け取る

○拒否や否定はしないが、利用には至らない

○関心を示さない ○興味は示す

○行動に移そうとする

○情報提供を求める

○すでに利用している



霞ヶ関 陽
性

別
男 ⼥

平成 23年  １月  ３⽇
年

齢

☑ 身体的虐待 □ ネグレクト □ 性的虐待

3/15 耳のあざを隠そ

うとする形跡有り。

3/15 一時保護が必要。児相への送致。 （１０）担当区分

  平成２８年３月１５⽇（⽔）

児童相談所と市町村の共通リスクアセスメントシート（例） 記載例①【市町村が受理した場合】

児童名

生年月⽇ ５歳１か月

【記載例の事例】
3/1午前にたんぽぽ保育園から５歳児クラスの男児の身体に傷・あざがあるとＡ市こども家庭支援センターに通告あり。通告受理後、現況確認のためたんぽぽ保育園にセンターの保健師が訪問し、傷・

あざを確認するが転倒による受傷の可能性も考えられ、保育園に経過を見るよう依頼。3/15朝、保育園から新たな身体のあざと「父に叩かれた」との子どもからの訴えがあると再通告あり。再度保育園を
訪問し、状況を確認。受理会議にて児童相談所への送致事案と判断。送致協議後、昼過ぎに児童相談所が一時保護を実施。夕刻、児童相談所で両親と面談を実施した事例。

   所属

   保・幼・⼩・中・⾼（   ）年

   （名称 たんぽぽ保育園          ）

通告内容

１ 総合評価

（１）虐待の緊急度と重症度 （２）虐待の種類

保育園から園児（５歳１か月男児）に傷とあざがあるとの再通告があった。

会議実施日 出席者  市子ども家庭課（担当係⻑・CW・保健師）、県児童相談所（担当児童福祉司・総括担当）

家族・その他

○虐待への認識を確認（虐待であることを告知する必要有り）

（８）特記事項

3/1  保育園による要経過観察を継続。（１か月後、状況確認）

3/15 受理会議後、即、児相への送致。その後、児相が一時保護を実施。

児童相談所・市町村

（７）次回・⾒直し時期

子ども

○安全な環境の確保（児童相談所の一時保護）

○安全な環境下での心身の状況確認

（９）支援方針

（５）支援の目標（課題に対する対応及び支援内容等）

○⽗⺟の関係性の悪化（⽗からの暴⼒が⺟と子どもにある）

○経済的な不安（⽗による使途が分からない⾦銭の使⽤）

（６）家族構成（ジェノグラム）、サポート体制等

3/15 ⽗がいつも怒っている、

⽗から⺟への暴⼒を目撃したと

本児から聴き取り。

(根拠とした理由）

3/1 顔⾯の傷、あざ

3/15 身体的な虐待があると判断。（特に、耳のあざを化粧で隠そうとした形跡

がある）

3/15一時保護

が必要

3/1中〜軽度

→3/15重度

 ☑ ⼼理的虐待

3/1時点では、聞き取りができていない。

3/15時点では、本人から「パパが怖い」との⾔葉が聞かれている。

（３）子どもと家族が直面している課題と虐待の背景として考えられる要因 （４）家族や子どもの意向・希望・意⾒等

別添資料

市内在住。

子どもが病気

の際にはサ

ポートあり。

県外在住。

遠方のため、子育てのサ

ポートは困難。

1



（１２）状況例
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※別紙２「児童相談所と市町村の共通リスクアセスメントシート

（例）」の記載上の留意点「リスク因子の主な指標例」を参照の

こと

２ アセスメント項目

（１１）項目 （１３）把握した状況及び様子

①３／１ ②３／15

(14)リスク (14)リスク

①【実施日３／１】

②【実施日３／15】

(15)受理会議等での

リスク
①転倒によるもの思われる
が、経過を追う必要がある
家庭。保育所の経過観察を
依頼する必要あり。

①保育所、訪問時のあざの状況
右頬→頬骨の下あたりに、擦り傷とうっ血した状態で２×２センチくらい。（受傷理由：登園

時、母からは昨夜、自宅浴室での転倒によるあざと説明あり。）
登園時、顔のけがに気づき母に声かけをし、転倒によるけがと把握。本人からも「お風呂

で転んじゃった」と。顔以外には、けが・あざは見られず。母からの相談が気になり、念のた
めに連絡したとのこと。

○

虐

待

状

況

の

確

認

4
⼼理的な状況

(⼼理的虐待)

○心中や自殺を強要・教唆する

○子どもが感知できる環境下で次の⾏為が⾏われている

・ドメスティックバイオレンス ・自傷⾏為

○刃物を使って威嚇をする

○子どもに対して⾔葉による強い威嚇・辱め・⾮難、無視や拒絶

的態度がある

○子ども自身の存在に関わるきょうだいとの極端な差別・きょう

だいとの差別がある

○「生まなければ良かった」「死んでしまえ」「出て⾏け」等の

発言がある

○塾や家庭学習の極端な無理強い

○夫婦喧嘩に伴う通告、または⼝論や不和 等

①以下は、保育園の園長から聞き取り
１週間ほど前に母から相談あり。父の金遣いが荒さを母が父に注意したところ、本児の目
の前で口論し、逆上した父が母に平手打ちをした。（初めて）この半年ほど、週末毎に父の
金遣いのことで夫婦間で口論になっているとのこと。父からの暴力行為に母はショックを受
けたと話す。

②本人からの聞き取りから、面前でのDV行為が疑われる。
本人は「昨日の夜、パパが耳をギュッと引っ張った。やめて！と言ったら、おしりも叩かれ

た。痛かったから泣いた。ママも叩かれて、泣いていたよ。パパのことは嫌い」と話す。ま
た、「痛いのが無くなるお薬といってママが朝、耳に塗ってくれたよ」「この頃、パパはいつも
怒っている。ママが泣いているから止めてというと、僕まで叩いてくる。昨日は本当に痛
かった」と。

②

①

○

○頭部、腹部、胸部の殴打・蹴る等で生命の危機に係る受傷

○受傷状況不明の⾻折

○⾸しめ・布団蒸し・⿐と⼝を塞ぐなど窒息につながる⾏為

○乳幼児揺さぶられ症候群等の虐待による乳幼児頭部外傷疑い

○熱中症、低体温症を招くような環境下での放置

○新旧混在した傷がある

○熱中症、低体温症を招くような環境下（⾞中の放置等）での放

置

○玄関やベランダに締め出し、子どもが求めても中に入れない

等

身体的な状況

(身体的虐待)
1

② 右耳→耳殻に赤い、つねった痕。親指と人差し指大の大きさ（受傷理由：不明）、あざを
隠すためか、ファンデーションが塗られていた。
殿部→手の平で叩いた痕、指の痕様（受傷理由：不明）
3/1以降、着替えをした際に全身を観察をするようにした。昨日まで見られなかった耳と臀

部のあざを発見。
本人は「昨日の夜、パパが耳をギュッと引っ張った。やめて！と言ったら、おしりも叩かれ

た。痛かったから泣いた。ママも叩かれて、泣いていたよ。パパのことは嫌い」と話す。ま
た、「痛いのが無くなるお薬といってママが朝、耳に塗ってくれたよ」「この頃、パパはいつも
怒っている。ママが泣いているから止めてというと、僕まで叩いてくる。昨日は本当に痛
かった」と。

①

②

○適切な医療者のいない環境下での出産

○乳幼児の遺棄・置き去り・放置

○脱水症・栄養失調のため衰弱している

○慢性的な栄養不良や体重増加不良

○必要な医療を受けさせない

○登校・登園させない

○慢性的に劣悪な住環境

○予防接種を合理的な理由なく受けさせない 等

ネグレクト2

②身体的虐待が繰り返され
ている。また、耳のあざを化
粧で隠していることから、両
親には虐待行為の認識が
あると判断。今回が２度目
の通告であり、子どもの安
全確保（一時保護）と抑止を
行う必要あり。

①

②

①

②

①女性相談の相談歴の有
無を念のために確認するこ
と。

②DVの可能性が高い。女
性相談の履歴は無かった
が、念のため警察への通報
など確認が必要。

○

○

○

○

○

○

○性交等、性的⾏為、性的接触

○性器・⼝腔・肛⾨への侵⼊を伴う⾏為

○性感染症や性器・肛門の傷がある

○プライベートゾーンを触る、触らせる（着衣の場合を含む）

○児童ポルノの被写体にする

○強制的に性的描写や性交等を⾒せる

○子どもに対して卑猥な⾔葉を発する

○子どもに違和感があっても一緒に⼊浴することを強要する 等

性的な被害の

状況

(性的虐待)

3

2



（１２）状況例
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※別紙２「児童相談所と市町村の共通リスクアセスメントシート

（例）」の記載上の留意点「リスク因子の主な指標例」を参照の

こと

（１１）項目 （１３）把握した状況及び様子

①３／１ ②３／15

(14)リスク (14)リスク

①【実施日３／１】

②【実施日３／15】

(15)受理会議等での

リスク

○
②

②前回と変わらず、気になることはない。

①保育所からの聞き取りでは、気になることはない。

②前回と変わらず、気になることはない。

①以下は、保育所からの情報
保育所での身体計測の結果は、良好。（２歳 身長 85cm、体重 12ｋｇ）
予防接種は滞りなく接種している。

①保育所からの聞き取りでは、気になることはない。

○怯える・いつも怖がって恐れている

○怖がる

○嫌がって遠ざけようとする

○保護者の前で萎縮

○保護者の⼝止めに応じる 等

①以下は、保育所からの情報
母のお迎えの時と様子が異なり、父が保育所のお迎えの時には、とても静かに父を待つ

姿が見られる。（萎縮している可能性あり）

①

②

①

②

②本人からの聞き取り
「昨日の夜、パパが耳をギュッと引っ張った。やめて！と言ったら、おしりも叩かれた。痛

かったから泣いた。ママも叩かれて、泣いていたよ。パパのことは嫌い」と話す。「パパのこ
とは嫌い」以外に「怖い」との発言あり。

①

②

○

○

○

○

①

②

①

②

5

6

7

8

9

○

○

○多動、落ち着かない

○誰にでも親しく話す

○暴⼒的

○万引き等の虞犯⾏為

○年齢不相応な性的⾔動が⾒られる 等

性格・⾏動⾯の

特徴

○生命に危険が及ぶ自傷他害がある

○極めて不安定

○不安定な状態

○リストカットなど自傷⾏為がある

○うつ的 等

精神状態

①

②

①

②

○帰宅拒否

○子どもが保護を希望

○分離に対して同意

○消極的帰宅選択

○積極的帰宅選択 等

分離の意思

○⻑期間生存が確認されていない

○正当な理由なく、保護者が子どもとの⾯会を繰り返し拒否

○正当な理由なく、保護者が子どもとの⾯会を拒否

○１週間子どもの安全が確認できない

○子どもが保育所等に来なくなった 等

子

ど

も

の

状

況

①

②

○

○

○

○

○

○低身⻑・低体重（医師による診断のみならず、疑いも含む）

○心身の障害がある（手帳の有無に関わらず疑いも含む）

○乳幼児健診が未受診

○関係機関から懸念がある

○予防接種未接種 等

発達及び健康状

態
10

第三者による確

認

養育者への思い

3



（１２）状況例
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※別紙２「児童相談所と市町村の共通リスクアセスメントシート

（例）」の記載上の留意点「リスク因子の主な指標例」を参照の

こと

（１１）項目 （１３）把握した状況及び様子

①３／１ ②３／15

(14)リスク (14)リスク

①【実施日３／１】

②【実施日３／15】

(15)受理会議等での

リスク

②

○

○

②

①きょうだいはいない。

②

②保育園からの聞き取り
送迎時に声かけするも「もう大丈夫」と母からはその後、相談はないとのこと。

①保健センターの健診、相談履歴を確認。
1歳６か月健診のカルテを確認。健診時には、特に母から相談希望はなく、子どもの成

長・発達も良好で、終了。市の子育て相談には、履歴なし。

②保育園からの聞き取り
送迎時に声かけするも「もう大丈夫」と母からはその後、相談はないとのこと。

①以下は、保育所からの情報
2/21夜、本児の目の前で両親で口論し、父（夫）が母の頬を叩く。発端は、父の金遣いが

荒さを母が父に注意したところ、逆上した父が母に平手打ちをした。（初めて）この半年ほ
ど、週末毎に父の金遣いのことで夫婦間で口論になっているとのこと。父からの暴力行為
に母はショックを受けたと話す。

①以下は、保育所からの情報
両親とも常勤ではあるが、父の金銭の使い方が夫婦間暴力の発端になっていることか

ら、母から経済的な状況、不安などを確認する必要有り。

11 居住環境

○放浪、⾞上生活

○不適切な居住環境【健康被害が生じるほど著しく不衛生・著し

く狭隘・不衛生】

○サービス利⽤後も不衛生状態が継続

○理由不明の頻繁な転居

○サービス利⽤後に不衛生状態解消 等

①

②

①

②

①

②

○ライフラインが止まっている

○生活困窮（その日の生活に困る）

○収⼊不安定、多額の借⾦

○世帯収入が生活保護基準を下回っている

○生活保護受給 等

経済状態12

13 家族形態

○内縁の親子関係

○若年保護者

○ひとり親の夜間不在時に知人が子どもを監護

○異性の友人が出⼊りするひとり親家庭

○介護負担など、家族間に葛藤がある 等

①以下、保育所及び保健センター（乳幼児健診）での聞き取り内容
両親と本児の３人暮らし。市内に母方の両親が在住（車で15分）しており、子どもの病気

時にもサポートがある。

②

○ドメスティックバイオレンスが生じている【保護命令対象・対

象外】

○意⾒の対⽴が表⾯化している

○夫婦間に強い不満

○離婚調停・審判中

○夫婦間の信頼関係の欠如 等

⽗⺟の関係14

親族との関係15

○交流がまったくない

○極度の過⼲渉がある

○交流があるが、反発等の⽀障がある

○過去の問題が解決されておらず、交流により強い葛藤が生じる

○遠距離居住により交流が少ない 等

①以下は、保育所及び保健センター（乳幼児健診）での聞き取り内容
市内に母方の両親が在住（車で15分）しており、子どもの病気時にもサポートがある。

②

○

○

○

○虐待による入院・入所歴がある

○虐待による一時保護歴がある

○他の虐待通告歴がある

○虐待以外での施設入所歴・一時保護歴がある

○虐待以外の相談歴がある 等

相談歴

○虐待による入院・入所歴がある

○虐待による一時保護歴がある

○他の虐待通告歴がある

○虐待以外での施設入所歴・一時保護歴がある

○虐待以外の相談歴がある 等

きょうだいの相

談歴

16

17

世

帯

の

状

況

○

○

○

○

○

○

○

○

①

②

①

②

①

②

①

②

①

○

4



（１２）状況例

あ

り

な

し

不

明

あ

り

な

し

不

明

※別紙２「児童相談所と市町村の共通リスクアセスメントシート

（例）」の記載上の留意点「リスク因子の主な指標例」を参照の

こと

（１１）項目 （１３）把握した状況及び様子

①３／１ ②３／15

(14)リスク (14)リスク

①【実施日３／１】

②【実施日３／15】

(15)受理会議等での

リスク

18

19

保護者との同居

育児・養育能⼒

○養育（虐待）者とのみ同居

○虐待者以外の大人がいるが、虐待者に同調している

○虐待者以外の⼤人がいるが、虐待⾏為を黙認している

○虐待者は別居しているが、交流がある

○虐待者以外の⼤人が介⼊し、守ることもある 等

○生命維持に影響する飲食や生活習慣等への極端なこだわりや

偏った知識がある・偏った知識

○育児・養育能⼒【欠如・不⼗分・疑問】

○育児・養育への【強い負担感がある、不安が強い、不安があ

る】

○無関心

○知識の不⾜ 等

○育児・養育意欲【ない、不⼗分】

○無関心

○無⼒感

○過干渉

○子どもへの関⼼はあるが、関わりに一貫性がない 等

育児・養育意欲20

①

②

①

②

①

②

①

② 自立支援医療の申請はなし。

精神状態21

○物質関連障害により生じる生活上の困難に子どもが日常的にさ

らされている

○薬物使⽤等による逮捕・勾留

○依存があるが治療していない

○治療の有無に関わらず再発・憎悪を繰り返している

○複数の依存が合併している 等

依存の問題

（薬物、アルコール

等）

22

①

②

①

②

①

②

①保育所からの聞き取り、
自立支援医療（精神通院医
療）の申請の有無を確認す
ること。

②

○⼊院加療が必要なほど不安定

○医療機関受診を拒否するなど、衝動性が⾼く極めて不安定な状

態

○服薬の自⼰管理ができないなど、不安定な状態

○過去に自殺企図歴がある

○関係機関の懸念がある 等

○

○

○

○

①

② 自立支援医療の申請はなし。

○

○

○

○

○

○

①保育所からの聞き取り、
自立支援医療（精神通院医
療）の申請の有無を確認す
ること。

②

保

護

者

の

状

況

5



（１２）状況例

あ

り

な

し

不

明

あ

り

な

し

不

明

※別紙２「児童相談所と市町村の共通リスクアセスメントシート

（例）」の記載上の留意点「リスク因子の主な指標例」を参照の

こと

（１１）項目 （１３）把握した状況及び様子

①３／１ ②３／15

(14)リスク (14)リスク

①【実施日３／１】

②【実施日３／15】

(15)受理会議等での

リスク

○

①

②本人からの聞き取り
右耳のあざに対し、「痛いのが無くなるお薬といってママが朝、耳に塗ってくれたよ」とのこ

と。

○⾏為、事実とも完全否認

○⾏為は認めるが虐待を正当化

○一部を虐待と認める

○虐待認識がある 等虐待の認識23

援助への態度

○保護者が子どもの保護を求めている

○援助を拒絶、暴⼒・強迫的反発

○正当な理由なく来所要請や家庭訪問に応じない・応じないこと

を繰り返す

○拒否的、攻撃的、無視

○時や場⾯により態度が変わる 等

①

②
24

②

○改善意欲が全くない

○困り感を時折漏らすことがあるが、一貫しない

○困り感を表明できるが、解決⽅法が全く⾒いだせていない

○困り感があり、解決方法を求めている

○自身の問題の原因を子ども、他者、他機関に置く 等

困り感・改善意

欲
25

26 サービス利⽤

○提示されても拒否

○必要性を否認

○被害的に受け取る

○拒否や否定はしないが、利⽤には⾄らない

○関⼼を示さない 等

①

②

②

○

○

○

○

○

○

①

そ

の

他

①

②耳のあざを化粧で隠して
いることから、両親には虐待
行為の認識があると判断。
父母、それぞれの認識を確
認する必要有り。

①

②

①

②

①

②

①

②

保

護

者

の

状

況

○

27
懸念されること

気になること

①

6



厚生 花子
性

別
男 ⼥

平成20年5⽉5日
年

齢

□ 身体的虐待 □ ネグレクト □ 性的虐待

（１０）担当区分

  平成29年 3⽉ 17日（⾦）

（５）支援の目標（課題に対する対応及び支援内容等）

○ ⺟の精神的な余裕のなさ

○ 次⼦の予期せぬ妊娠（初期・妊娠届未提出）

○ 妊娠による就労⾒送り

○ 父の育児への協⼒が得られないこと

○ 興味関心により取組みが変わる本児の⾏動

（６）家族構成（ジェノグラム）、サポート体制等

3/3暴⾔や威嚇的な⾏動を

⺟認める

(根拠とした理由）

3/2 ⺟が本児を怒鳴り、リモコンを投げつけ怖がらせる

3/14 虐待を繰り返しておらず、学校でも変わった様⼦はみられない

3/3⼀時保護不要

3/3軽度→/17虐

待おそれあり

☑ 心理的虐待

3/14

 ○ ⺟は今回の件を反省しているが、生活場面で本児を注意する際にどうすればよいか迷ってお

り、何か使えるサービスがあれば紹介してほしいと述べている。

 ○ 本児もテレビを⾒過ぎたり、時間を守れないことで困っている。

 ○ ⺟によれば、父も本児のことは心配しているとのこと。

（３）子どもと家族が直面している課題と虐待の背景として考えられる要因 （４）家族や⼦どもの意向・希望・意⾒等

会議実施日 出席者 県児童相談所（担当児童福祉司、総括担当）、市子ども家庭課W、保健師

家族・その他

○ 次⼦の出産に向け安定した妊娠期が過ごせるよう支援

 （妊娠届提出、保健師との面接設定）

○ 父への助⾔（⼦ども広場への本児との来所を働きかける）

（８）特記事項

3/3 1〜2週間後に家庭訪問等により再度状況を確認

3/17 次回要対協の進⾏管理会議（29年6⽉）

児童相談所・市町村

（７）次回・⾒直し時期

子ども

○ 学校に継続的な支援を依頼

 （意識的な声かけ、できたことを認めて自信を持たせるなど）

（９）支援方針 3/17 在宅支援とし、市町村への送致を⾏う

通告内容

１ 総合評価

（１）虐待の緊急度と重症度 （２）虐待の種類

3/3朝、近隣住⺠から「昨夜⼦どもの泣き声と⼥性の叱る声が聞こえた」と児童相談所共通ダイヤル１８９により児童相談所に通告があった。

児童相談所と市町村の共通リスクアセスメントシート（例） 記載例②【児童相談所が受理した場合】

児童名

生年⽉日 ８歳８か月

【記載例の事例】
3/3朝、近隣住民から児童相談所が通告受理。緊急受理会議後、当日家庭訪問による安全確認を実施。母が小学２年の女児を叱っていたことを認めるが、身体に傷アザ等はなし。その後近隣通告もな

く学校でも本児の安定している様子が確認されているが、父の帰宅が遅く相談相手のいない母が困っているほか、次子を妊娠していることも判明。地域でのサービス利用による支援等を検討する必要が
ある。

   所属

   保・幼・⼩・中・⾼（２）年

   （名称 厚生⼩学校 ）

D市在住の父方伯母

には母が時々相談

母方祖父母は遠方在住

祖父の介護のため協力

困難

1



（１２）状況例

あ

り

な

し

不

明

あ

り

な

し

不

明

※別紙２「児童相談所と市町村の共通リスクアセスメントシート

（例）」の記載上の留意点「リスク因⼦の主な指標例」を参照の

こと

○性交等、性的⾏為、性的接触

○性器・口腔・肛⾨への侵⼊を伴う⾏為

○性感染症や性器・肛門の傷がある

○プライベートゾーンを触る、触らせる（着衣の場合を含む）

○児童ポルノの被写体にする

○強制的に性的描写や性交等を⾒せる

○⼦どもに対して卑猥な⾔葉を発する

○⼦どもに違和感があっても⼀緒に⼊浴することを強要する 等

性的な被害の

状況

(性的虐待)

3

②

①

②

①

②

①

②

○ ○

○

○

○

○

○

虐

待

状

況

の

確

認

4
心理的な状況

(心理的虐待)

○心中や自殺を強要・教唆する

○⼦どもが感知できる環境下で次の⾏為が⾏われている

・ドメスティックバイオレンス ・自傷⾏為

○刃物を使って威嚇をする

○⼦どもに対して⾔葉による強い威嚇・辱め・⾮難、無視や拒絶

的態度がある

○子ども自身の存在に関わるきょうだいとの極端な差別がある・

きょうだいとの差別がある

○「生まなければ良かった」「死んでしまえ」「出て⾏け」等の

発言がある

○塾や家庭学習の極端な無理強い

○夫婦喧嘩に伴う通告、または口論や不和 等

① 現認時に母から離れ、別室で本児から聴取
・22時を過ぎても本児がテレビを見るのを止めなかったため、母が「早く寝ろ」と怒鳴り、テ

レビのリモコンを本児の近くに投げた。本児は怖くて「やめて」と叫び、泣いてしまった。
・朝母から「昨日はごめんね」と言われた。

② 3/14 家庭訪問時に本児から聴取
その後、母から注意されることはあるが、大きな声で叱られることはない。

②

①

○

○頭部、腹部、胸部の殴打・蹴る等で生命の危機に係る受傷

○受傷状況不明の⾻折

○⾸しめ・布団蒸し・⿐と口を塞ぐなど窒息につながる⾏為

○乳幼児揺さぶられ症候群等の虐待による乳幼児頭部外傷疑い

○熱中症、低体温症を招くような環境下での放置

○新旧混在した傷がある

○熱中症、低体温症を招くような環境下（⾞中の放置等）での放

置

○玄関やベランダに締め出し、子どもが求めても中に入れない

等

身体的な状況

(身体的虐待)
1

② 3/14 市子ども家庭課Wと共に家庭訪問時
・母子双方から身体的な暴力がないことを確認。

①

②

○適切な医療者のいない環境下での出産

○乳幼児の遺棄・置き去り・放置

○脱水症・栄養失調のため衰弱している

○慢性的な栄養不良や体重増加不良

○必要な医療を受けさせない

○登校・登園させない

○慢性的に劣悪な住環境

○予防接種を合理的な理由なく受けさせない 等

ネグレクト2

① 3／3 ②3／17

リスク リスク

①【実施日 3／3】

②【実施日3／17】

受理会議等での

リスク
① 学校での継続支援を依
頼。
1～2週間後に再度家庭訪

問を行う。可能であれば、市
にも同行を依頼。

① 通告受理日に学校に確認したところ、本児は変わりなく登校しており、見えるところに傷
アザはなかった。
3/3家庭訪問による現認時にも、本児に「親から叩いたり、暴力を振るわれることはない」

との話を聴取。

２ アセスメント項目

（１１）項目 （１３）把握した状況及び様子

2



（１２）状況例

あ

り

な

し

不

明

あ

り

な

し

不

明

※別紙２「児童相談所と市町村の共通リスクアセスメントシート

（例）」の記載上の留意点「リスク因⼦の主な指標例」を参照の

こと

① 3／3 ②3／17

リスク リスク

①【実施日 3／3】

②【実施日3／17】

受理会議等での

リスク

（１１）項目 （１３）把握した状況及び様子

○低身⻑・低体重（医師による診断のみならず、疑いも含む）

○心身の障害がある（手帳の有無に関わらず疑いも含む）

○乳幼児健診が未受診

○関係機関から懸念がある

○予防接種未接種 等

発達及び健康状

態
10

第三者による確

認

養育者への思い

子

ど

も

の

状

況

①

②

○

○

○

○

○

①

②

①

②

5

6

7

8

9

○

○

○多動、落ち着かない

○誰にでも親しく話す

○暴⼒的

○万引き等の虞犯⾏為

○年齢不相応な性的⾔動が⾒られる 等

性格・⾏動面の

特徴

○生命に危険が及ぶ自傷他害がある

○極めて不安定

○不安定な状態

○リストカットなど自傷⾏為がある

○うつ的 等

精神状態

①

②

①

②

○帰宅拒否

○子どもが保護を希望

○分離に対して同意

○消極的帰宅選択

○積極的帰宅選択 等

分離の意思

○⻑期間生存が確認されていない

○正当な理由なく、保護者が⼦どもとの面会を繰り返し拒否

○正当な理由なく、保護者が⼦どもとの面会を拒否

○１週間子どもの安全が確認できない

○⼦どもが保育所等に来なくなった 等

○怯える・いつも怖がって恐れている

○怖がる

○嫌がって遠ざけようとする

○保護者の前で萎縮

○保護者の口止めに応じる 等

①

①

② 学校から聴取
休まず小学校に登校している。本児の体調が悪いときは連絡帳への記載がある。

①

②

②

①

②

○

○

○

○

○
②

②

①3/3学校から聴取
・学校では穏やかで特に目立つところはない。発表の際緊張して泣いてしまうことがあ

る。
・絵を描くのが好きでひとつのことに集中するが、完成しないことが多い。

② 3/14家庭訪問時に母から聴取
・本児はテレビを見始めると固まってしまい、他のことができなくなる。
・勉強をしてから遊ぶように話しているが、集中できず、だらだらとしてしまう。

①

①

3



（１２）状況例

あ

り

な

し

不

明

あ

り

な

し

不

明

※別紙２「児童相談所と市町村の共通リスクアセスメントシート

（例）」の記載上の留意点「リスク因⼦の主な指標例」を参照の

こと

① 3／3 ②3／17

リスク リスク

①【実施日 3／3】

②【実施日3／17】

受理会議等での

リスク

（１１）項目 （１３）把握した状況及び様子

○

①

②

①

②

①

② 妊娠届の提出等の支援
について市に依頼する

①

②

①

②

○

○

○

世

帯

の

状

況

○

○

○

○

○

○虐待による入院・入所歴がある

○虐待による一時保護歴がある

○他の虐待通告歴がある

○虐待以外での施設入所歴・一時保護歴がある

○虐待以外の相談歴がある 等

相談歴

○虐待による入院・入所歴がある

○虐待による一時保護歴がある

○他の虐待通告歴がある

○虐待以外での施設入所歴・一時保護歴がある

○虐待以外の相談歴がある 等

きょうだいの相

談歴

16

17

○

○

○

○ドメスティックバイオレンスが生じている【保護命令対象・対

象外】

○意⾒の対⽴が表面化している

○夫婦間に強い不満

○離婚調停・審判中

○夫婦間の信頼関係の⽋如 等

父⺟の関係14

親族との関係15

○交流がまったくない

○極度の過⼲渉がある

○交流があるが、反発等の支障がある

○過去の問題が解決されておらず、交流により強い葛藤が生じる

○遠距離居住により交流が少ない 等

①

② 3/14家庭訪問時に母から聴取
・父母とも実家は遠方。父方祖父母は共に亡くなり、母方は祖母が祖父の介護をしてお

り、支援は頼めない状態。
・車で1時間程度のD市に父方伯母家族が居住、時々母の相談を聞いてもらっている。

①

②

○ライフラインが止まっている

○生活困窮（その日の生活に困る）

○収⼊不安定、多額の借⾦

○世帯収入が生活保護基準を下回っている

○生活保護受給 等

経済状態12

13 家族形態

○内縁の親子関係

○若年保護者

○ひとり親の夜間不在時に知人が⼦どもを監護

○異性の友人が出⼊りするひとり親家庭

○介護負担など、家族間に葛藤がある 等

①

② 3/14家庭訪問時に母から聴取
・母は現在第２子を妊娠中。本児が小学校２年になり、時間に余裕が出てきたため、パー

ト就労しようと思っていたが、妊娠がわかった。
・妊娠届未提出。母子健康手帳の申請にはマイナンバーカードが必要と市役所のホーム

ページに書いてあり、まだもらいに行っていない。

11 居住環境

○放浪、⾞上生活

○不適切な居住環境【健康被害が生じるほど著しく不衛生・著し

く狭隘・不衛生】

○サービス利⽤後も不衛生状態が継続

○理由不明の頻繁な転居

○サービス利⽤後に不衛生状態解消 等

① 3/3現認時
２LDKの賃貸マンションで、居室内はきれいに整理されていた。

②

①

②
○

○

②

①

②

②

① 3/3通告時に市に確認
市の相談歴なし。定期健康診査及び予防接種も実施され特段の記録なし。

②

① 3/3家庭訪問時に母から聴取
・飲食店を経営している父は仕込みで朝早く家を出て、夜も帰宅が遅い。
・不定期の休日は寝ていることが多く、本児のことも相談できない。母はもう少し家事を手

伝ってほしいと思っている。

①

4



（１２）状況例

あ

り

な

し

不

明

あ

り

な

し

不

明

※別紙２「児童相談所と市町村の共通リスクアセスメントシート

（例）」の記載上の留意点「リスク因⼦の主な指標例」を参照の

こと

① 3／3 ②3／17

リスク リスク

①【実施日 3／3】

②【実施日3／17】

受理会議等での

リスク

（１１）項目 （１３）把握した状況及び様子

①

②

保

護

者

の

状

況

○

○

○

○

○

○

①

②

①

②

①

②

①

②

○⼊院加療が必要なほど不安定

○医療機関受診を拒否するなど、衝動性が⾼く極めて不安定な状

態

○服薬の自⼰管理ができないなど、不安定な状態

○過去に自殺企図歴がある

○関係機関の懸念がある 等

○

○

○

○

①

②

①

②

精神状態21

○物質関連障害により生じる生活上の困難に子どもが日常的にさ

らされている

○薬物使⽤等による逮捕・勾留

○依存があるが治療していない

○治療の有無に関わらず再発・憎悪を繰り返している

○複数の依存が合併している 等

依存の問題

（薬物、アルコール

等）

22

○育児・養育意欲【ない、不⼗分】

○無関心

○無⼒感

○過干渉

○⼦どもへの関心はあるが、関わりに⼀貫性がない 等

育児・養育意欲20

①

②

①

② 3/14家庭訪問時に母から聴取
・よく子ども虐待のニュースを耳にするが、自分もこのまま何かしてしまうのではと不安に

なった。
・また怒ってしまったらどうしようと本児の怯えた顔を思い出し、本児と距離を取ってしま

う。

①

②

18

19

保護者との同居

育児・養育能⼒

○養育（虐待）者とのみ同居

○虐待者以外の大人がいるが、虐待者に同調している

○虐待者以外の⼤人がいるが、虐待⾏為を黙認している

○虐待者は別居しているが、交流がある

○虐待者以外の⼤人が介⼊し、守ることもある 等

○生命維持に影響する飲食や生活習慣等への極端なこだわりや

偏った知識がある・偏った知識

○育児・養育能⼒【⽋如・不⼗分・疑問】

○育児・養育への【強い負担感がある、不安が強い、不安があ

る】

○無関心

○知識の不⾜ 等

5



（１２）状況例

あ

り

な

し

不

明

あ

り

な

し

不

明

※別紙２「児童相談所と市町村の共通リスクアセスメントシート

（例）」の記載上の留意点「リスク因⼦の主な指標例」を参照の

こと

① 3／3 ②3／17

リスク リスク

①【実施日 3／3】

②【実施日3／17】

受理会議等での

リスク

（１１）項目 （１３）把握した状況及び様子

24

そ

の

他

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

保

護

者

の

状

況

○

27
懸念されること

気になること

①

○ ○
②

○

○

○

○

○

○

①

② 3/14家庭訪問時に母から聴取
・本児のことを何とかしたいとイライラしてしまうので、困ったときに相談ができる人がいて

くれると助かる。

○改善意欲が全くない

○困り感を時折漏らすことがあるが、⼀貫しない

○困り感を表明できるが、解決⽅法が全く⾒いだせていない

○困り感があり、解決方法を求めている

○自身の問題の原因を⼦ども、他者、他機関に置く 等

困り感・改善意

欲
25

26 サービス利⽤

○提示されても拒否

○必要性を否認

○被害的に受け取る

○拒否や否定はしないが、利⽤には⾄らない

○関心を示さない 等

①

②

① 3/3現認時に母から聴取
・「早く寝ろ」と怒鳴ってリモコンを投げたのは事実だが、ぶつけてはいけないと座布団の

上に投げた。
・泣いている本児を見て、怖い思いをさせたことをすぐに後悔した。怖い思いをさせてよく

なかったと思う。

②

○⾏為、事実とも完全否認

○⾏為は認めるが虐待を正当化

○一部を虐待と認める

○虐待認識がある 等虐待の認識23

援助への態度

○保護者が子どもの保護を求めている

○援助を拒絶、暴⼒・強迫的反発

○正当な理由なく来所要請や家庭訪問に応じない・応じないこと

を繰り返す

○拒否的、攻撃的、無視

○時や場面により態度が変わる 等

①

②

○

6



参考資料１

虐待相談・通告受付票 聴取者（ ）

受理年月日 平成 年 月 日（ ） 午前・午後 時 分

子
ど
も

ふりがな
氏 名

生年月日 平成 年 月 日生 （ ）歳 男 ・ 女

住 所

就学状況 未就学 ／ 保・幼・小・中・高校 年 組 担任名（ ）
出席状況： 良好 欠席がち 不登校状態

保
護
者

ふりがな
氏 名

職 業

続柄年齢 続柄（ ） 年齢（ 歳） 続柄（ ） 年齢（ 歳）

住 所 電話

虐 待 内 容

・誰から
・いつから
・頻度は
・どんなふうに

虐待の種類
（主◎ 従○：身体的／性的／ネグレクト／心理的）

子どもの状況
・現在の居場所：
・保育所等通園の状況：

家庭の状況

・家族内の協力者 （ ）
・家族以外の協力者（ ）
・きょうだいの有無 有 ・ 無
・同居家族
・ＤＶ被害等

情報源と
保護者の了解

・通告者は 実際に目撃している・悲鳴や音等を聞いて推測した
・通告者は 関係者（ ）から聞いた
・保護者は この通告を（ 承知 ・ 拒否 ・ 知らせていない ）

通
告
者

氏 名

住 所 電話

関 係 家族・近隣・学校・保育所・病院・保健所・児童委員・警察

通告意図 子どもの保護 ・ 調査 ・ 相談

調査協力 調査協力（ 諾 ・ 否 ） 当所からの連絡（ 諾 ・ 否 ）

通告者への対応
・自機関で事態把握する
・その他（ ）

決 済 年 月 日

出典元：子ども虐待対応の手引き（平成25年8月厚労省の改定通知）



① 当事者が保護を求めている？ はい いいえ

子ども自身が保護・救済を求めている
保護者が、子どもの保護を求めている ＊ 情報

② 当事者の訴える状況が差し迫っている？ はい いいえ

確認にはいたらないものの性的虐待の疑いが濃厚であるなど
このままでは「何をしでかすか分からない」「殺してしまいそう」などの
訴えなど

③ すでに虐待により重大な結果が生じている？ はい いいえ

性的虐待（性交、性的行為の強要、妊娠、性感染症罹患）
外傷（外傷の種類と箇所 :                                ）
ネグレクト
例:栄養失調、衰弱、脱水症状、医療放棄、治療拒否、（ ）

④ 次に何か起これば、重大な結果が生ずる可能性が高い？ はい いいえ

乳幼児
生命に危険な行為
例 : 頭部打撃、顔面攻撃、首締め、シェーキング（揺さぶられ）、道具を

使った体罰、逆さ吊り、戸外放置、溺れさせる、（ ）
性的行為に至らない性的虐待、（ ）

⑤ 虐待が繰り返される可能性が高い？ はい いいえ

新旧混在した傷、入院歴、（ ）
過去の介入
例 : 複数の通告、過去の相談歴、一時保護歴、施設入所歴、「きょうだ

い」の虐待歴（ ）
保護者に虐待の認識・自覚なし
保護者の精神的不安定さ、判断力の衰弱

⑥ 虐待の影響と思われる症状が子どもに表れている？ はい いいえ

保護者への拒否感、恐れ、おびえ、不安、（ ）
面接場面での様子
例 : 無表情、表情が暗い、鬱的体の緊張、過度のスキンシップを求める、

（ ）
虐待に起因する身体的症状
例 : 発育・発達の遅れ、腹痛、嘔吐、白髪化、脱毛、（ ）

⑦ 保護者に虐待につながるリスク要因がある？ はい いいえ

子どもへの拒否的感情・態度
例 : 拒否、愛情欠如、差別など不当な扱い、予期しない妊娠出産、母子健

康手帳未発行、乳幼児健診未受診、（ ）
精神状態の問題
例 : 鬱的、精神的に不安定、妊娠・出産のストレス、育児ノイローゼ、
（ ）

性格的問題
例 : 衝動的、攻撃的、未熟性、（ ）

アルコール・薬物等の問題
例 : 現在常用している、過去に経験がある、（ ）

公的機関等からの援助に対し拒否的あるいは改善が見られない、改善するつ
もりがない

家族・同居者間での暴力（ＤＶ等）、不和
日常的に子どもを守る人がいない

⑧ 虐待の発生につながる可能性のある家庭環境等 はい いいえ

虐待によるのではない子どもの生育上の問題等
例 : 発達や発育の遅れ、未熟児、障害、慢性疾患、（ ）

子どもの問題行動
例 : 攻撃的、盗み、家出、徘徊、虚言、性的逸脱、退行、自傷行為、盗み

食い、異食、過食、（ ）
保護者の生育歴
例 : 被虐待歴、愛されなかった思い、（ ）

養育態度・知識の問題
例 : 意欲なし、知識不足、不適切、期待過剰、家事能力不足、（ ）

家族状況
例：保護者等（祖父母、養父母等を含む）の死亡・失踪、離婚、妊娠・出産、

ひとり親家庭等 （ ）

表 一時保護決定に向けてのアセスメントシート 参考資料２－１
出典元：子ども虐待対応の手引き（平成25年8月厚労省の改定通知）



緊急一時保護を検討

継続的・総合的な援助、場合
によっては一時保護を検討

集中的な援助
場合によっては一時保護を検討

発生前の一時保護を
検討

図 一時保護に向けてのフローチャート

（解説）
A ①②③のいずれかで「はい」がある時 → 緊急一時保護の必要性を検討
B ④に該当項目がありかつ⑤にも該当項目があるとき → 次の虐待が発生しないうちに保護する必要性を

検討
C ①～⑤いずれにも該当項目がないが⑥⑦のいずれかで「はい」がある場合

→ 表面化していなくても深刻な虐待が起きている可能性
→ あるいは虐待が深刻化する可能性
→ 虐待リスクを低減するための集中的援助。その見通しによっては一時保護を検討

A～Cのいずれにも該当がなく、⑧のみに「はい」がある場合
→ 家族への継続的・総合的援助が必要。場合によっては、社会的養護のための一時保護の必要性を

検討する

①当事者が保護
を求めている

③すでに重大な
結果がある

②当事者の訴える
状況がさし迫っ
ている

④重大な結果の
可能性が高い

⑤繰り返す可能性

⑥子どもに明確な
影響

⑦保護者のリスク

⑧可能性のある
家庭環境

出典元：子ども虐待対応の手引き（平成25年8月厚労省の改定通知）

参考資料２－２


